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第１ 目 的 

栄養教諭等研修は、新規採用・５年経験者（職務経験４年経過）・中堅（職務経験９年

経過）及び２０年経験者（職務経験２０年目）の栄養教諭等に対して、現職研修の一環と

して、それぞれの経験に応じた研修を実施し、専門職としての実践的指導力及び使命感を

養い、幅広い知見を得させることを目的とする。 

 

第２  対 象 

      栄養教諭等研修の対象となる者は、次の者とする。 

 （１）栄養教諭 

     県立及び市（指定都市及び中核市を除く。以下同じ。）町村立の小学校、中学校、

義務教育学校、特別支援学校及び共同調理場の県費負担栄養教諭として発令されて

いる者 

  （２）学校栄養職員等（栄養教諭を除く。） 

   ア 市町村立の小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校及び共同調理場の県費負

担学校栄養職員等（栄養教諭を除く。） 

   イ 学校給食を実施する県立学校の学校栄養職員等（栄養教諭を除く。） 

    ウ 市町村立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校、学

校給食共同調理場及び教育委員会事務局に勤務する市町村費負担学校栄養職員等のう

ち市町村教育委員会が推薦する者 

    エ 学校給食組合に勤務する学校栄養職員等のうち、当該学校給食組合が推薦する者 

  

第３ 種 別       

   栄養教諭等研修の種別は次のとおりとする。 

  （１）新規採用栄養教諭等研修 

  （２）栄養教諭等５年経験者研修 

  （３）中堅栄養教諭等資質向上研修 

  （４）栄養教諭等２０年経験者研修 

 

第４  内 容 

  （１）新規採用栄養教諭等研修 

  ア 栄養教諭 

    新規で採用された栄養教諭については、学校等において指導教員及び研修指導者を

中心とする指導及び助言による研修（以下、「校所研修」という。）を１５日程度、

県立総合教育センター等における研修（以下、「機関研修」という。）を１４日受け

るものとする。現職の学校栄養職員が栄養教諭として採用された者は、校所研修を年

間１０日程度、機関研修を６日受けるものとする。 

  イ 学校栄養職員等（栄養教諭を除く。） 

    新規採用学校栄養職員等（栄養教諭は除く。）は、校所研修を年間１５日程度受け

るとともに、機関研修を１１日受けるものとする。 

   

 

 



 （２）栄養教諭等５年経験者研修 

栄養教諭等５年経験者は、機関研修を年間５日受けるものとする。 

  （３）中堅栄養教諭等資質向上研修 

中堅栄養教諭等資質向上研修対象者は、学校等において現代的課題に関する研修を年

間５日受けるとともに、機関研修を年間７日受けるものとする。 

 （４）栄養教諭等２０年経験者研修 

    栄養教諭等２０年経験者は、２０年経験者研修実施要項のとおり、校内研修を実施 

   若しくは、県立総合教育センターで実施する該当の専門研修を今年度受講する。 

 

第５  実施協議会 

  １  県教育委員会は、次の事項について協議を行うため、実施協議会を設置する。 

  （１）実施計画 

  （２）研修計画 

  （３）評価 

 （４）その他実施上の諸問題 

  ２  実施協議会の設置要綱は別に定める。 

 

第６  研修計画 

  １  研修計画は、県教育委員会が作成する。 

  ２  研修計画においては、第４に定めるもののほか、研修の項目及び時期その他必要な事項

を定めるものとする。 

 

第７  細 則 

      この実施要項の細則は、研修の種別ごとに別に定める。 
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